
奈良県観光総合戦略推進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、「世界中に名を馳せる観光地・奈良」を実現するため、本県が令和３年７

月に策定した奈良県観光総合戦略の推進に資する事業を実施する者に対し、その経費に

ついて、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、奈良

県補助金等交付規則（平成８年６月奈良県規則第８号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱の定めるところによる。 

  

 （定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）観光施設 

市町村が設置する博物館、資料館、体験施設等の観光客が毎年一定数訪れている

又は訪れると推定される施設をいう。 

（２）観光スポット 

     主要な観光地において既に集客力がある又は見込むことができる施設等をいう。 

（３）観光協会 

    地域の観光資源を活用し、外国人をはじめ観光客の受入れなど観光振興に資する

取り組みを行う団体であって、法人格を有するもの又は、規約等を有し、団体の意

思を決定し、及び執行する組織が確立されており、かつ予算、決算及び会計処理が

行われているものをいう。 

（４）観光関連事業者 

    地域の観光資源を活用し、外国人をはじめ観光客の受入れなど観光振興に資する

取り組みを行うもの又は施設等を営むものをいう。 

（５）宿泊事業者 

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項に規定する許可を受けたも

のをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３

年法律第１２２号）第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、奈良県観光

総合戦略の推進に資する以下の事業であって、知事があらかじめ事業計画について認め

たものとする。 

（１）災害時における観光施設等の環境整備 

（２）自然・歴史・文化資源の多言語化整備 

（３）イベントの企画・造成 

（４）体験メニューの企画・造成 

（５）魅力的な奈良の産品・食品の開発 

（６）ワーケーション等環境の整備 

（７）多様なニーズに対応できる宿泊施設の改修 

（８）観光施設等のバリアフリー化 

（９）観光産業人材の育成 



（10）無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備 

（11）観光地における先進的な決済環境の整備 

（12）公衆トイレの洋式化 

（13）外国人観光案内所の整備・改良 

（14）観光施設等の整備・改良 

（15）多言語観光案内標識の整備 

（16）地域の魅力の情報発信・プロモーション 

２ 前項の規定にかかわらず、県が出資、補助等を行っている事業は補助対象としないも

のとする。 

 

（補助対象事業者等） 

第４条 各事業の補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）、補助

を受けるための要件（以下「補助要件」という。）、補助金の交付の対象となる経費（消

費税及び地方消費税の額を除く。以下「補助対象経費」という。）等は、別表２－１か

ら別表２－１６のとおりとする。ただし、次に掲げる経費を除くものとする。 

（１）補助対象者の運営にかかる経常経費（事業経費と明確に区別できない光熱水費を含

む） 

（２） 人件費 

（３） 食料費 

（４） 土地の取得に要する経費 

（５） 補助対象事業者の構成員等に対する謝金及び旅費 

（６） 施設等の維持管理に要する経費 

（７） 各号に掲げるほか、補助することが適当でないと認められる経費 

 

（補助金の額） 

第５条 各事業における知事が交付する補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象

経費から国庫補助金、地方公共団体又は民間団体からの補助金、助成金等の収入及び補

助対象事業の実施により得られた入場料等の収入を除いた額（以下、「補助基礎額」と

いう。）に３分の１を乗じた額（千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額）

以内とする。ただし、複数の市町村又は複数の市町村にまたがる地域の市町村及び観光

関連事業者で組織する連携団体において実施している事業にあっては、補助金の額は、

補助基礎額に２分の１を乗じた額（千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額）

以内とする。また、補助金の額が別表２－１から別表２－１６の補助上限額を超える場

合には、当該補助上限額とする。 

 

（補助事業の実施期間） 

第６条 補助対象事業の実施期間は、交付決定の日から当該年度の末日までとする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、奈良県観光総合戦略推進補助金交付申請書

（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

（１）事業計画書（第１号様式 別紙１） 



（２）収支予算書（第１号様式 別紙２） 

（３）国へ提出した要望書及び添付書類の写し（該当がある場合） 

（４）国へ提出した交付申請書及び添付書類の写し（該当がある場合） 

（５）国庫補助金の交付決定通知書の写し（該当がある場合） 

（６）その他知事が必要と認める書類 

   

 （補助金の交付の決定） 

第８条 知事は、前条に規定する申請書等の提出があった場合において、審査の上、適当 

と認めるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に対し、書面により通知するもの

とする。 

２ 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認める場合には、必要な条

件を付けるものとする。 

 

 （申請の取下げ） 

第９条 前条第１項の規定による決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、 

補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、同項の規定による交付の決定を受け

た日から３０日以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

 （変更等の承認の申請） 

第１０条 補助事業者は、規則第５条第１項第１号の承認を受けようとするときは、速や

かに奈良県観光総合戦略推進補助金変更承認申請書（第２号様式）に、次に掲げる書類

を添えて、知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）事業計画書（第２号様式 別紙１） 

（２）収支予算書（第２号様式 別紙２） 

（３）変更内容の概要がわかる書類 

（４）その他知事が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、奈良県観

光総合戦略推進補助金事業中止（廃止）承認申請書（第３号様式）を知事に提出しなけ

ればならない。 

 

 （軽微な変更） 

第１１条 規則第５条第１項第１号の知事が定める軽微な変更は、補助対象経費の２０パ

ーセント以下の増減とする。 

  

（指示及び検査） 

第１２条 知事は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行う

ことができる。 

 

 （状況報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行 

が困難となった場合は、速やかに知事に報告しなければならない。 

  



（実績報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、奈良県観光総合戦略推進補助金実

績報告書（第４号様式）に、次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了の日から起

算して３０日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、知事に報告し

なければならない。 

（１）事業報告（第４号様式 別紙１） 

（２）収支決算書（第４号様式 別紙２） 

（３）国へ提出（予定）する実績報告書及び添付書類の写し（該当がある場合） 

（４）その他知事が必要と認める書類 

 

 （補助金の確定及び交付） 

第１５条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合において、適当と認めたときは、 

補助金の額を確定し、補助事業者に書面により通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、

奈良県観光総合戦略推進補助金請求書（第５号様式）を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。 

 

 （交付決定の取消し等） 

第１６条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の 

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）第８条第２項の規定により知事が付けた条件に違反したとき。 

（２）第１０条の規定に違反したとき。 

（３）第１２条の規定による知事の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、忌避し、も

しくは妨げたとき。 

（４）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（５）補助金の交付を受けた者が、その使用についてこの要綱に違反したとき。 

（６）補助事業者が第１９条に定める処分制限期間において処分を制限された取得財産等

の処分を行ったとき。 

 

 （補助金の返還） 

第１７条 知事は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助

事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。この

場合において、同条第６号の規定に該当する補助金の返還額については、補助金交付決

定後の経過年数により別表１のとおりとする。 

 

（財産の管理等） 

第１８条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）を、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付

の目的に従って、効果的に運用しなければならない。 

 

（取得の処分の制限） 

第１９条 規則第２０条第３号の知事が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が 



５０万円以上の機器及び器具とする。 

２ 規則第２０条ただし書の規定により知事が定める期間（以下「処分制限期間」という。）

は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表に掲

げる期間とする。 

３ 補助事業者は、処分制限期間において、処分を制限された取得財産等を処分しようと

するときは、あらかじめ奈良県観光総合戦略推進補助金財産処分承認申請書（第６号様

式）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（補助金の経理等） 

第２０条 補助事業者は、補助金にかかる経理についての収支の事実を明確にした証拠書

類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度か

ら５年間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、令和４年５月３０日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年５月２４日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年８月８日から施行する。 

 

 



別表１ 

補助金交付決定後の経過年数 返還すべき補助金の額 

１年未満 補助金交付額の全額（１００％） 

１年以上２年未満 補助金交付額の８０％ 

２年以上３年未満 補助金交付額の６０％ 

３年以上４年未満 補助金交付額の４０％ 

４年以上５年未満 補助金交付額の２０％ 



別表２－１ 

災害時における観光施設等の環境整備 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人

格を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

補助要件 観光スポット内、観光スポット周辺又は観光スポットまでのアクセス

経路上に位置しており、旅行者が通常利用する施設および経路におけ

る整備であること  

補助対象経費 観光施設等における避難所機能の強化に要する経費 

１．非常用電源装置 

２．情報端末への電源供給機器 

３．災害用トイレ 

４．避難所機能にかかる施設整備・改良 

５．案内標識 

６．案内表示 

７．その他避難所機能強化にかかる整備に付随するもの 

補助上限額 ４００万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２－２ 

自然・歴史・文化資源の多言語化整備 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人

格を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

補助要件 観光スポット内、観光スポット周辺又は観光スポットまでのアクセス

経路上に位置しており、旅行者への多言語での観光情報の提供を目的

とする掲示物等の整備であること 

補助対象経費 

 

掲示物等の多言語化に関わる整備・改良に要する経費 

１．本工事費 

２．附帯工事費 

３．機器購入費 

４．コンテンツ作成 

５．ホームページ等の整備 

６．無線ＬＡＮ環境の整備 

７．その他掲示物等の多言語化整備に必要と認められる経費 

補助上限額 ４００万円 

 



別表２－３ 

イベントの企画・造成 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人

格を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

６．登録観光地域づくり法人（ただし、県が出資している法人は除く） 

補助対象経費 文化・スポーツイベントや、新たなニーズや技術を取り入れたイベン

トの企画・造成にかかる経費（既存イベントを除く） 

１．運営にかかる経費 

２．広告・宣伝にかかる経費 

３．その他イベントの企画・造成に必要と認められる経費 

補助上限額 ４００万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２－４ 

体験メニューの企画・造成 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人

格を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

６．登録観光地域づくり法人（ただし、県が出資している法人は除く） 

７．民間事業者（法人格を有する） 

補助対象経費 １．体験メニュー・アクティビティの企画・造成にかかる経費 

２．企画・造成した体験メニューやアクティビティを活用するための 

経費 

３．アクティビティ環境の整備 

４．その他体験メニューなどを企画・造成するために必要と認められ 

る経費 

補助上限額 ４００万円 

 



別表２－５ 

魅力的な奈良の産品・食品の開発 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人

格を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

６．登録観光地域づくり法人（ただし、県が出資している法人は除く） 

補助対象経費 １. 地元食材を活用したメニュー、土産物の開発にかかる経費 

２．開発したメニューや土産物を活用するための経費 

３．その他メニュー、土産物を開発するために必要と認められる経費 

補助上限額 ４００万円 

 



別表２－６ 

ワーケーション等環境の整備 

 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人格

を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

補助要件 旅行者が、余暇を楽しみつつ仕事が出来る環境整備に要する経費である

こと。 

補助対象経費 １．施設整備にかかる経費 

２．備品整備にかかる経費 

３．事務費 

４．ホームページ等の整備にかかる経費 

５．多言語対応及び決済環境の整備にかかる経費 

６．その他、明確なワーケーション環境の整備に必要と認められる経費 

補助上限額 ４００万円 



別表２－７ 

多様なニーズに対応できる宿泊施設の改修 

補助対象事業者 宿泊事業者  

補助要件 県が実施する令和５年度宿泊統計調査に協力すること 

県税の滞納がないこと 

補助対象経費  １．館内共用部の公衆無線ＬＡＮ環境整備 

２．館内共用部のトイレ洋式化 

３．多言語対応を図るための整備（館内共用部のテレビの国際放送設

備の整備、タブレット端末の整備、館内共用部の案内表示の多言語

化） 

４．クレジットカード決済端末の整備  

５．自社ホームページの多言語化 

６．ムスリム等の受入のためのマニュアル作成 

７．同一の客室における無料公衆無線ＬＡＮ環境、洋式便器及び多言

語対応を図るための整備の完備 

８．非接触型チェックインシステムやキーレスシステムの導入 

９．ワーケーション等環境の整備  

１０．客室における躯体工事等を伴わない改修等でバリアフリー化を

促進するもの 

１１．共用部における改修等でバリアフリー化を促進するもの  

１２．その他宿泊施設の稼働率及び宿泊者数を向上させるために必要

と認められる経費 

補助上限額 上記１～９、１２にかかるもの １５０万円 

上記１０、１１にかかるもの  ３００万円 

 



別表２－８ 

観光施設等のバリアフリー化 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人格

を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

６．民間事業者（法人格を有する） 

補助要件 観光スポット内、観光スポット周辺又は観光スポットまでのアクセス経

路上に位置しており、旅行者が通常利用する施設および経路における整

備であること 

補助対象経費 観光施設等のバリアフリー化にかかる整備・改良に要する経費 

１．工事費 

２．附帯工事費 

３．事務費 

４．その他観光施設等のバリアフリー化に必要と認められるもの 

補助上限額 １，２００万円 

 



別表２－９ 

観光産業人材の育成 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人

格を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

６．登録観光地域づくり法人（ただし、県が出資している法人は除く） 

７．民間事業者（法人格を有する） 

補助対象経費 １．地域の観光産業人材を育成するための研修等にかかる経費 

２．観光産業人材の活用・スキルアップのための経費 

３．その他観光産業人材を育成するために必要と認められる経費 

補助上限額 ４００万円 

 



別表２－１０ 

無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人

格を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

補助要件 旅行者への通信環境の提供を目的とする、無料公衆無線ＬＡＮの整備

であること 

補助対象経費 無料公衆無線ＬＡＮの整備における設備等の購入・設置 

１．公衆無線ＬＡＮ機器(セキュリティ対策に係るソフトウェアを含

む) 

２．鉄塔 

３．受電設備 

４．送受信機 

５．ケーブル 

６．収容板、収容箱、取付用金具、ケーブル用配管、ケーブル用ラッ

ク等 

７．公衆無線ＬＡＮ機器等の設定調整費 

８．認証システム（既存システムの設定調整費含む） 

９．蓄電池 

１０．詳細な電波調査・設計費及び現場調査・設計費（図面製作、完

成図書作成費） 

１１．一般管理費 

１２．その他無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備に必要と認められるもの 

補助上限額 ４００万円 



別表２－１１ 

観光地における先進的な決済環境の整備 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、商

工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人格を有

する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

補助要件 観光スポット内、観光スポット周辺又は観光スポットまでのアクセス経路

上に位置しており、旅行者が安心して快適に滞在、ショッピング、交流・

体験を楽しめる環境整備を図るため整備される多言語対応及び先進的な

決済環境の整備であること 

補助対象経費 

 

１．多言語対応の整備にかかる経費 

２．先進的な決済環境の整備にかかる経費 

３．店内表示及びメニューの多言語化、オンライン化対応にかかる経費 

４．ホームページの多言語化及びスマートフォン対応の改修又は新規に多

言語化するホームページの作成にかかる経費 

５．免税販売手続を行う自動販売機の整備にかかる経費 

６．その他多言語対応・先進的な決済環境の整備に必要と認められる経費 

補助上限額 ４００万円 



別表２－１２ 

公衆トイレの洋式化 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人

格を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

６．民間事業者（法人格を有する） 

補助要件 旅行者が現に多く利用している、もしくは今後多く利用することが想

定され、広く無料で開放しているトイレであること 

補助対象経費 公衆トイレの整備及び機能強化のために要する経費 

１．洋式便器の整備（新設、増設、交換、和式便器の洋式化） 

２．温水洗浄便座の整備（新設、増設、交換） 

３．洗面器の整備（自動水栓化等） 

４．清潔機能向上整備（光触媒タイルの活用等） 

５．１～４の整備に伴って整備する設備等（空調設備、外装工事等） 

６．その他機能強化等に必要と認められるもの 

補助上限額 １，２００万円 



別表２－１３ 

外国人観光案内所の整備・改良 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人

格を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

６．民間事業者（法人格を有する） 

補助要件 

 

日本政府観光局（JNTO）により、カテゴリーⅠ以上に認定されている

又は認定の見込みがある施設であること 

補助対象経費 観光案内所の機能強化のために要する経費 

１．先進機能の整備 

２．無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備 

３．多言語での情報発信に関わる整備・改良 

４．外国人観光案内所の整備・改良 

５．免税対応環境整備 

６．地域におけるコト消費促進のための環境整備（チケット予約・販

売用機器等） 

７．その他観光案内所の接遇機能向上や、案内業務機能向上、体験・

交流機会の提供を目的に導入する設備費用 

補助上限額 １,２００万円 

 



別表２－１４ 

観光施設等の整備・改良 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人

格を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

補助要件 観光スポット内、観光スポット周辺又は観光スポットまでのアクセス

経路上に位置しており、旅行者が通常利用する施設および経路におけ

る整備であること  

補助対象経費 観光施設等の機能強化のために要する経費 

１．先進機能の整備 

２．無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備 

３．多言語での情報発信に関わる整備・改良 

４．観光施設等の整備・改良 

５．その他観光施設等の観光客への情報提供、交流機会提供又は利便

性向上を目的に導入する設備費用 

補助上限額 １,２００万円 

 



別表２－１５ 

多言語観光案内標識の整備 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人格

を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

補助要件 観光スポット内、観光スポット周辺又は観光スポットまでのアクセス経

路上における旅行者への多言語での観光情報の提供を目的とする観光案

内標識等の整備であること 

補助対象経費 多言語観光案内標識に関わる整備・改良に要する経費 

１．本工事費 

２．附帯工事費 

３．事務費 

４．コンテンツ作成 

５．ＡＩチャットＢｏｔ 

５．無料公衆無線ＬＡＮ機器 

６．その他多言語観光案内標識の整備に必要と認められるもの 

補助上限額 ４００万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２－１６ 

地域の魅力の情報発信・プロモーション 

補助対象事業者 １. 市町村 

２．複数の市町村で組織する広域連携団体 

３．観光協会 

４．商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、商工会連合会、

商工会議所、商工会議所連合会並びに商店街及び商業団体等で法人

格を有する団体 

５．市町村及び観光関連事業者で組織する連携団体 

６．登録観光地域づくり法人（ただし、県が出資している法人は除く） 

補助対象経費 地域の魅力の情報発信・プロモーションにかかる経費（既存イベント

等を除く） 

１．旅行博等イベント出展にかかる経費 

(1)  出展ブースの設置費用 

(2)  事業のための旅費 

 

２．広告・宣伝にかかる経費 

(1) WEB、SNS を活用した広告経費 

(2) メディア及びインフルエンサー招請経費 

(3) 交通事業者等の民間事業者と連携したキャンペーンの実施経費 

(4) 現地旅行エージェントを活用したプロモーション経費 

 

３．プロモーション資材作成にかかる経費 

(1)  プロモーション画像、動画の作成経費 

(2)  プロモーション用パンフレット類の作成経費 

 

４．その他情報発信・プロモーションに必要と認められる経費 

補助上限額 ４００万円 

 


